
最低工賃が

改正

されました !
委託時には

条件を確認

しましょう

最低工賃

を守りま

しょう

令和8年6月1日から下記の最低工賃表が適用されます

西陣織工業組合 丹後織物工業組合京都労働局

京都府丹後地区絹織物業最低工賃

�


